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１）帝国は、そこに住むマイノリティ・グルー

プにとっては－権力の中心からの隔たりの大き

さのゆえに、またその運命が官僚たちにとって

結局はどうでもよいものだったがゆえに－国民

国家その他の支配体制よりも生き易いものだっ

た。ウォルツァーが「国家とマイノリティ１」

の中でそう論じているのを読んだ時の驚き－本

を読んでこれほど驚いた経験は、私にとって空

前絶後だ。目から分厚い鱗が落ちた。なにしろ

私は、「日帝」だの「反帝・反社帝」だのとい

う言葉が呪文のように飛び交う環境の隅っこに

棲息していたことがあるので。

そこに書かれていたのが「寛容」の問題に他

ならなかったことが、今になってみればよくわ

かる。いや、それどころか、『寛容について』

というこの本は、ウォルツァーがそれまでに論

じていたことを「寛容」という論点からまとめ

直したもの、という性格すらあるように思う。

例えば、この本の第二章は、上掲論文（テーマ

が国家なので「国際社会」は含まれていなかっ

たが）を微修正して書かれたものだろうし、第

五章には同じく最近邦訳が刊行された『道徳の

厚みと広がり２』での考察が生かされているは

ずだ。

ウォルツァーを読むことの愉しさの一つは、

その該博な知識に由来する。ユダヤ人に限らず、

少数民族の歴史と現実についての知識だ。例え

ば、帝国の専制支配のもとで苦しめられたマイ

ノリティの例として彼が挙げるのは、イスラエ

ルだけでなく、カルタゴ、アステカ人、タター

ル人だ（32）３。また、寛容であるのを常とす

る帝国の首都の実例として挙げられるのは、上

掲論文では「バグダッド・コンスタンチノープ

ル・ウィーン」だった。今回、ブダペストも加

わった（33）。帝国の首都と聞いて、ニューヨ

ークなどという見当外れの名前しか思い浮かば

ない自分が、惨めを通り越して滑稽に思えてく

る。本訳書の「あとがき」には、自らの「哲学

的教養」の薄っぺらさを認めるウォルツァーの

発言が紹介されているが、そんなことは帳消し

にされて余りある。「理論」における控えめな

姿勢が、むしろ魅力に思えてくる。
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ウォルツァーのもう一つの魅力は、意表を突

くその独特の分類の仕方にある。寛容の体制を

「多民族帝国・国際社会・国家連合・国民国

家・移民社会」の五つに分類するなど、その典

型だが、本書で寛容な姿勢を「諦め・無関心・

自制的な受容・好奇心・熱狂」（27）と並べて

いるのも、いま一つの例だ。彼は、ただ単に並

べるだけで、そこにヒエラルキーを忍び込ませ

ない。普通なら、五つに分類すれば、次は、そ

の間に価値の序列を設けて、低い方から高い方

へとステップアップしてゆく「発展」の物語を

描き出す、としたものだが、それをしないとこ

ろがウォルツァーの不思議さだ。だから、倫理

学者でなく政治学者なのだ、とも言えるし、多

元主義の美徳が実践されている、ということな

のかもしれない。

たしかに、面白いのだが、しかし、そういう

風に並べっぱなしにして話はすむのかという感

想は、やはり残る。そこから、ウォルツァーを

離れて考えるというプロセスが作動するのだ。

ウォルツァーという思想家への関心にとどまり

えず、「寛容」という問題そのものについても

考え始める。するとウォルツァーが論じていな

いことについても気になり始め、ウォルツァー

から出発してもう少し細かく考えずにはいられ

なくなる。しかし、その方向で考える前に、ウ

ォルツァーから私が学んだと思うことをもう一

点、確認しておきたい。

２）この世界には、性質を異にする無数の対立

が存在する。その対立をどう解決・解消する

か－人生の問題とは、多くがそのように描き出

せるものだろう。もっとも、人生の問題のすべ

てが、対立とその解消の問題であるわけではな

い。例えば、「死」というのは「そうではない

問題」の一例だと思うが、それでも無理やり

「生」と対立させて「生と死の弁証法」の問題

などという捉え方がなされたりもした。

「弁証法」という考え方－そこでは、対立の

「止揚（揚棄）」というのがキーワードだった。

aufhebenというドイツ語を手掛かりにして、

対立はたしかに廃棄されるのだが・高いところ

に揚げて・保存もされる、というような説明が

なされた。これは対立に対処する、いかにも

idealistischなトリックだと言わざるをえない

が、弁証法をそういう「肯定的な性格」から解

き放とうとしたのがアドルノだった－対立を運

動の原動力として認める、という発想そのもの

は保持しつつ。つまり、弁証法そのものは残り、

「媒介」がキーワードの地位につく。すべて

は－二項対立の両項、両極端と見えるものさ

え－媒介され合っている。外部は存在しない。

例えば、サミュエル・ハンチントンが提出し

た「文明の衝突」という捉え方は、中西輝政に

よれば、「二十一世紀の世界は、当時支配的な

見方であった「グローバルな国際社会の一本化

が進む」という方向ではなく、むしろ数多くの

文明の単位に分裂してゆき、それらが相互に対

立・衝突する流れが新しい世界秩序の基調とな

る４」という議論だ、と要約されるが、しかし、

この両傾向は互いに排除し合うものではあるま

い。グローバル化によって初めて可能になった

ものとしての「文明の衝突」。そこでも、すべ

ては媒介され合っている。外部はない。しかし、

和解もない。では、そういう閉ざされた内部に

あって、なお掲げられうる理念があるとすれば、

それは何か。「寛容」こそ、それなのか。

「寛容は、迫害と不安に終止符を打つが、社
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会の調和のための処方箋ではない」（152）とい

う趣旨の発言をウォルツァーが繰り返すのに遭

遇して考えずにはいられないのは「寛容」と、

弁証法の理念としての「調和」や「和解」、「総

合」との違いということだ。「諦念」「断念」の

ニュアンスを色濃く漂わせる「寛容」は、それ

でもなお「理念」と呼べるものなのか。

この点に関連していると思えるのが、「個人

主義」と「共同体主義」の発想の違い、という

問題だ。ウォルツァーはＵＳＡの人だから個人

主義の心性は当然深くたたき込んでいるはずだ

が、同時に、常に、共同体を背負って思考して

いる。もちろん、ユダヤ人という共同性だ。だ

から、対立という場合でも、考えているのは常

に集団と集団との対立だ。その際、集団と集団

との力関係が対等であることはまずありえない

から、それはより具体的には多数派と少数派と

の対立、ということになる。寛容の問題も、は

なから、マイノリティに対する寛容、という問

題として捉えられることになる。変わり者の個

人に対する寛容など、それほど深刻な問題では

ない、とすら言う（「違いのせいで孤立してい

る風変わりな個人を寛容に取り扱うことは易し

い」（17））。

弁証法が、対立についてidealistischに考え

ることができたのも、結局、個人の間の対立を

モデルにして考えていたからではないか。現実

の対立は、しかし、集団と集団のそれであって、

力関係の不均衡を伴う。だから、そこでの対立

の解消は、「止揚」という形を取らない。とこ

ろが、事典を開いて「寛容」の項を読むと、随

分idealistischな説明がなされていて、ウォル

ツァーを読んだ後ではすっかり白けてしまうと

いうことが、しばしば起こる。個人同士の関係

で考えているため、例えば「隣人愛」との違い

が曖昧になってしまったりするようだ。手元の

『倫理学レキシコン』ではこんな具合だ。

「寛容は、他者の人生の形や文化の形に対す

る生き生きとした関心において完成され、そこ

では（隣人）愛の世俗化された控えめなあり方

となる。５」

逆に、「隣人愛なんて、所詮、寛容程度のも

のなのか」という皮肉な感想すら浮かんでしま

うとしたものだ。ヘーゲルの弁証法の生成過程

には「愛」をめぐる思考がある、と習ったこと

が思い出される。

ウォルツァーはいつも、集団に属する個人と

して思考している。もちろん、その上で、では

個人と集団との関係はどうなっているのか、と

いう問題は残るはずだが、少なくとも、個人と

集団を対立の相でだけ考えて解放の物語を紡ぎ

出すというようなことはしない。「共同体主義」

者たる所以だろう。ウォルツァーのような人が

現れるのが、個人主義の国だとされるＵＳＡで

あって、集団帰属性の強いとされる日本ではな

いというのは、皮肉な気もするのだが。

３）ウォルツァーが論じていないことは何か。

例えば、寛容の正当化の問題。ウォルツァーの

関心は「寛容は何によって可能になるのか、そ

れはどのようにはたらくのか」（10）という点

にある、とはっきり表明されており、「なぜ寛

容であるべきなのか」にはない、ということだ

ろう。しかし、「寛容」が推奨されるべき徳で

あると考えるのなら、なぜそうなのか、という

問いを避けて通ることはできない。というのも、
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寛容は、ことによれば「推奨されるべき徳」で

はないのかもしれないからだ。どういうこと

か。

「序言」の冒頭、ウォルツァーは、かつては

自分を寛容の「対象」であると考えていたが、

後になってようやく自分が寛容の「主体」でも

あることに気づいた、とさらりと書いている。

これは、大問題ではないか。寛容の主体と客体

との非対称性の問題だ。考えてもみよう。異な

る他者を「寛い心で許容する」というのは、

渋々そうする場合も少なくないにせよ、それで

も、単に「折れる」「譲歩する」ということと

同義ではなく、基本的に、気分の悪いものでは

あるまい。それに対して、人から「大目に見ら

れる」ことはどうか。どこか癪にさわる、いや

屈辱的ですらあることなのではないか。自分は

寛容に扱われることを望むか、と自問すれば、

「否、対等に扱われること、きちんと認められ

ることをこそ望む」という答えが思い浮かぶ。

また例えば、日本社会に生きる外国人や、ある

いは同性愛者に対して自分は「寛容」の姿勢を

もって接するべきか、と自問して、私は、そん

な問いの立て方はいかにも失礼だ、と感じる。

そこでは、互いに対等の存在として認め合うと

いう相互性、対称性こそ望ましいのであり、

「寛容」はそれではない。ウォルツァーも、国

民国家におけるマイノリティとマジョリティの

関係について、こう言っている。

「そこでは私は少数派に属し（…）仲間の寛

容さに依存する存在であるのに対し、その仲間

の側では、私の寛容さなどなしですますことが

できる。」（45）

承認であれ、愛であれ、友情であれ、倫理的

な徳の多くは相互性、対称性をその特徴とする。

それに対して、寛容は、その特性を含まない点

を目印とする徳であるようだ。もし、お互いに

寛容に処遇し合う、というような光景が出現し

たとすれば、そこで実践されているのは、実は

もはや「寛容」ではない、という事情にあるの

ではないか。その意味で、寛容とは、徳として、

いかにも緩い理念なのではないか。

４）寛容という徳の、理念としての緩さという

時、考えずにすまされないのは、その限界の問

題だ。例えば「正義」には限界－それ以上「正

義」であってはならない、という限界－という

ものが存在しないように見える。正義であって

あり過ぎるということはない。それに対して、

「寛容」には限界がある。それどころか、その

限界はどこに置かれるべきかという問いを根本

の問題としてかかえ込む、という点こそ、寛容

の寛容たる所以だ、とすら言えるのではないか。

例えば、ウォルツァーが寛容の対象の具体例と

して一再ならず挙げるのは、「ヒンズー教未亡

人の焼身殉死」（98）である。「クリトリス切除

や鎖陰」（101）、あるいは、最近フランスやド

イツで社会問題化している「公立学校でのスカ

ーフ着用」（103）の例も挙げられている。こう

いった文化上の差異を大目に見るかどうか－寛

容とは、具体的にはそういう事態を通して試さ

れもする問題なのだ。

受け容れがたい差異との関係においてこそ

「寛容」の徳は試される。受け容れがたいけれ

ども大目に見るか、それとも、受け容れがたい

から受け容れないか。事情次第で採用されたり

されなかったりする徳が寛容なのだ。寛容であ
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りさえすればよい、とか、寛容であればあるほ

どよい、という話ではない。事情を考慮する、

とは日和見ということだ。寛容は原理とはなり

えない。（だから、寛容の理論家ウォルツァー

が、寛容であったりなかったりして首尾一貫し

ないのは、事柄の性質上、当然なのだと言わね

ばなるまい。彼がタリバンに対しては非寛容に、

サダム・フセインに対しては寛容になるという

事態を批判するとしても、それは個々の状況判

断に即する批判でなければなるまい。）

「寛容」という態度の必要性への問いがリア

リティをもって浮上してくるのは、誤っている、

あるいは悪いという風に否定的に評価されるも

のに対する態度決定を迫られる時である。圧縮

すれば、問いはこうなる。

「なぜ、誤っていること、あるいは（道

徳的に）悪しきことを寛容に扱うことが、

（道徳的に）正しいとか、それどころか必要

であるということがありうるのか。６」

もちろん、ここから厄介な哲学的問題が始ま

る。私にとって、クリトリス切除は誤りである

ことの自明な慣習だが、同性愛はそうではない。

しかし、そのようには考えない（それどころか、

逆に考える）他者がいる。そういう人を相手に

して、寛容の限界を云々しうるためには、何が

誤りで何が悪かという点での恣意性を免れてい

なければならないのだ。それに対して、もし私

が「絶対的な真理」を認めない懐疑主義・相対

主義をとるのであれば、自分が真理の側に立っ

ているという保証はなく、誤りを奉じているよ

うに見える他者についても、真実そうであるか

は定かでない、ということになり、あらゆる差

異に対して態度保留の姿勢しか認められないこ

とになろう。あるいは、もし、私が理性主義者

であり、強制のないコミュニケーションを通し

て真理で合意できるはずだ、と考えるのであれ

ば、徳としての寛容など必要なくなる、という

ことになるだろう。

５）正当化、限界の問題と並んで、そもそも、

どういう場合に（のみ）「寛容」は推奨される

べき徳の候補となりうるのかと、可能性の条件

についても考える余地がある。例えば、夫婦の

ケースを考えてみよう。夫婦の間に寛容の徳が

はたらいていることは喜ばしいことだろうか。

平和共存をめざして寛い心で大目に見合う、と

いうこと。しかし、ドメスティック・ヴァイオ

レンスに対する処方箋は、平和共存をめざす

「寛容」だろうか。そんなことをしてまで夫婦

であり続ける理由が、そもそもどこにあるとい

うのか。別れれば良い－それだけの話なのでは

ないか。逆に考えると、寛容を徳として認める

状況とは、関係を解消することができないよう

な状況だ、ということになる。足抜けできない

ということ。個人にはそれは可能だとしても、

集団的には難しいというのが多くのケースでは

ないか。にもかかわらず、それを無理やりやろ

うとしたのが「民族浄化」だろう。まさにボス

ニア・ヘルツェゴヴィナにおけるようなケース

でこそ、寛容は不可欠な徳となる。

より一般化して言えば、ある関係に（否定的

な）負荷がかかっており、にもかかわらず、そ

の関係を解消することが不可能であるような場

合に、寛容は推奨されるべき徳となる、という

ことだろうか。そして、グローバル化とは、た

しかに、足抜けした後にどこにも居場所がなく
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なる、そういう趨勢だ、という気がする。

６）だとすると、寛容が徳として推奨されるよ

うな状況というのは、困ったもの、克服される

べき何ものかなのではないか。そこで、抑圧や

迫害が起こるよりは寛容が機能する方がまし

だ、とは言いえても、根本的には、そういう状

況をなくすことこそ目指されるべきではないの

か。言い換えれば、寛容とは、所詮、暫定的な

徳でしかないものではないか。それが、今さし

あたり必要とされることまで否定はしないけれ

ども、しかし、本当のところは、そんな徳など

必要とされない社会こそ、目指されねばならな

いのではないか。ゲーテは書いている。

「寛容は、本来、暫定的な志操にすぎな

いものであるべきだ。それは、承認に向か

うべきだ。大目に見るとは、侮辱するとい

うことだ。７」

それにしても、しかし、「暫定的」というこ

とを言うためには、事態が将来どの方向に向か

いつつあるのか、その道筋が、ある程度描かれ

ていなければなるまい。寛容をめぐるウォルツ

ァーの思索は、人を、歴史哲学的思弁へと追い

やらずにはすまないものだ。われわれは、寛容

がより必要とされる世界に向かっているのか、

それとも、少しずつではあれ、必要とされなく

なるような世界に、なのか。こうも言い換えら

れようか。望ましいものとは、「差異の政治８」

ではなく、「差異をなくす政治」こそそれでは

ないのか。どうして、ことさらに「寛い心」な

どというものが必要なのか。「理性」だけでは

不十分なのか。「寛容＝差異を大目に見る心」

などという厚かましい徳を具えているよりは、

むしろ、端的に「平等主義者」であるべきでは

ないのか。

いや、そう言う時、私は、依然として、政治

と道徳を混同する過ちを犯してしまっている、

ということなのか。そもそも「寛容は、道徳的

な原理なのではなく、政治的な方針９」なので

あり、まさにその点をこそ、私は政治学者ウォ

ルツァーから学ぶべきなのかもしれない。

（ふじの　ひろし・本学経済学部助教授）
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